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▼消費税転嫁の処理方針発出（4/4） 運賃及び料金改定（10/1）▼ 

▼経営会議（5/20） 

▼認可書受取

▼届出申請

▼取締役会（5/30）

▼経営協議会（6/6）

▼認可申請・プレス

※プレスはＪＲ６社同時

令和元年７月２日（Ｎｏ２６） 発行責任者／中濱 斉 編集責任者／森安 祐貴 

消費税率変更に伴う 
運賃及び料金改定について 

本部は、６月６日に開催された経営協議会において「消費税率変更に伴う運賃及

び料金改定」について会社から説明を受けた。 

その内容は、２０１９年１０月より消費税率が８％から１０％に変更されること

に伴い、鉄道事業法に基づき、運賃及び料金改定を国土交通大臣に認可申請・届出

するというものであった。（以下及び 別紙 を参照） 

【運賃及び料金改定】 

国土交通省の方針に基づき、事業全体として108分の110以内（上限改定率

1.85185％以内）の増収率を前提に、10円単位の改定を行う。 

【改定の基本的処理】 

１ 改定運賃・料金の計算方法 

(1) 普通運賃 ＝ 税抜き運賃 × 1.10（10円未満の端数を四捨五入）

(2) 定期運賃・料金 ＝ 現行額 ÷ 1.08 × 1.10（10円未満の端数を四捨五入） 

２ １により算出された運賃・料金額と2017年度発売実績をもとに算出した改定

増収率が上限改定率に近づくよう調整を行う。 

【認可申請又は届出の対象となる運賃及び料金】 

運賃及び料金 認可又は届出 

普通運賃、定期運賃（通勤・大学）、加算運賃 認 可 

定期運賃（高校・中学）、特急料金、寝台料金、指定席料金、 

グリーン料金 
届 出 

【運賃及び料金改定までのスケジュール（予定）】 

２０１９年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

以 上 
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